
１　平成22年度の細事業概要 ※必要に応じて行の幅を拡大すること

２　細事業コスト （単位：千円）

３　細事業の参画協働に関する自己評価

参　画

評価ポイント 具体的な取組と評価 ・ その理由など

①

【積極的な情報共有】
どのような広報活動を通じ、どの
ような市民を対象として、事業に
関する情報を積極的に提供しまし
たか。また、どのような情報収集
を図りましたか

・熊本シティエフエムによる広報番組「直樹とさくらの防災広め隊」
（毎週土曜日）により、活発な活動をしている自主防災クラブの紹介
や防災関係機関の取組等を紹介している。
・熊本市ホームページ上に「自主防災クラブについて」を常時掲載
し、自主防災クラブの結成のための手続き等を紹介している。
・市内全世帯に配布している「わが家の防災マニュアル」にも参加を
促す内容で記載している。

②

【参画の機会の提供】
どのような手法をどの程度組み合
わせ、どのような市民を対象とし
て多くの参画の機会を設けました
か

・自主防災クラブ結成に関しては消防局においても結成に努めてお
り、各地域所轄の消防局・出張所で未結成の町内を訪問し啓発に
努めている。
･総合防災訓練への参加案内、22年度城南地区・植木地区で開催さ
れた「まなぼうさい」への参加案内及び全自主防災クラブを対象にし
たリーダー研修を市政だよりではなく、各会長さん宛の書面で案内
を行った。

（情報共有）

③

【市民ニーズ等の反映】
どのような点に工夫して市民から
の意見や情報収集・意見交換等
を行い、ニーズを事業に反映しま
したか

・所轄の消防署や出張所と連携して防災訓練・まなぼうさい・リー
ダー研修の際、直接意見やニーズの収集を図り、反映させること
で、より有効な訓練・研修になるようにしている。

課題と
改善点

各種の訓練・研修への参加やクラブ結成について呼びか
けているが、地域により温度差があるので、広報や啓発
手法について工夫が必要である。

毎年開催される総合防災訓練、地域ごとに開催されるまなぼうさい等への参加の呼びかけや出前講座の実
施・自主防災クラブリーダー研修・防災・国民保護セミナーなどの研修の参加を促し、防災に対する知識・意
識の深化を図るとともに自主防災クラブ未結成地域への結成促進を行う。

協働の形態

防災については「自助・共助・公助」の連携が重要である。地域ごとに自主防災クラブを結成し、日頃の自主
的な訓練・研修の中で、自らの身を自らで守る「自助」、地域の中で互いに助け合う「共助」、そして行政から
の様々な支援策等の「公助」という考え方を深め、災害時に個人・地域・行政が連携・協力して対応できる災
害に強いまちづくりを行っていく。

決 算 額
予 算 額 等

平成22年度決算 平成23年度予算 平成24年度見込み

10,064 50,312 12,000

平成22年度参画協働の取組　自己評価シート

事 業 名自主防災活動推進事業
章 2
節 3

自己
評価 Ａ　よくできた

Ｂ　まあまあできた
Ｃ　あまりできなかった
Ｄ　全くできなかったB

資料4-①
H23.11.15

（所管課名）危機管理防災室

細 事 業 名防災に関する啓発経費

上位事業の 目的自主防災クラブの結成推進や自主防災リーダーを養成することなどで、地域の防災力を高める。

Ｈ２２年度細事業の
取 り 組 み 実 績

新規に結成された自主防災クラブに対して、防災活動に必要な資機材を助成するとともに、防災リーダーを
育成するため災害図上訓練（ＤＩＧ）を実施し、市民の防災意識の啓発・普及を図った。

※別添資料 （ 有 ・ 無 ）

参画の手法



４　平成23年度の計画

■ 拡大・充実 □ 現状維持 □ 見直し・改善 □ 縮小・終期設定 □ 廃止・休止
23 年 度 以 降
の 方 向 性

自主防災クラブは防災における「共助」の部分を担う組織である。そ
の結成促進等を行うことで「自らの地域は自ら守る」という意識の醸
成を行うことができ、それぞれの地域で地域の実情にあった防災体
制が整備された。

⑤

【事業効果の向上】
当初の期待と比べ、市民との協働
により、行政単独で行うよりも市民
満足度が高まるなどの事業効果
を上げることができましたか

結成された自主防災クラブ内で自主的に図上訓練や避難訓練等を
実施し、発災時や災害発生の恐れのある時にそれぞれがどういう役
目でどう動けばよいのか、また事前に地域においての危険箇所の
確認や、避難経路の確認など、行政だけでは対応が困難な部分を
カバーし、迅速に避難する体制づくりができた。

⑥

課題と
改善点

自主防災クラブの中でもその意識に温度差が見受けら
れる。自主的な訓練等の実施に向けての機運を醸成し
ていくことを目指し、啓発の手法を検討していく必要があ
る。

協　働

④

【役割の分担】
当初の期待と比べ、市民との役割
分担を明確にして対等な立場で
事業を進めることができましたか

【信頼関係の構築】
当初の期待と比べ、協働を通じて
情報共有を図り、お互いの信頼関
係を築き、双方が実感できました
か

訓練や研修に行政からも参加し、指導助言することで、いざという時
の互いの信頼感を築いていくことができた。

評価ポイント 具体的な取組と評価 ・ その理由など

参画の手法

「自助・共助・公助」の考え方を浸透させ、自主防災クラブの結成の機運を高めるため、総合防
災訓練や地域ごとに開催されるまなぼうさい等への積極的な参加ができるよう、効果的な広報
を実施し、情報共有を目指す。また、出前講座の実施や消防局と連携しながら直接地域の声
に耳を傾け効果的な意識の深化を図り、結成を促す。

情報共有・参画・協
働の経費や期間に
関する課題と改善点

協働の形態
地域住民による地域ハザードマップの作成、避難経路の把握などを行政が支援することでコ
ミュニティー力を向上させ、また、行政と地域が連携して訓練を実施することで地域の防災力を
高めていく。

自己
評価 Ａ　よくできた

Ｂ　まあまあできた
Ｃ　あまりできなかった
Ｄ　全くできなかったB

Ｈ ２ ３ 細 事 業 の
取 り 組 み 予 定

情報発信として従来のものに、洪水・地震・高潮のハザードマップを綴じこんで「わが家の防災
マニュアル」の更新を行い、全戸に配布することで情報の共有を図る。
自主防災クラブ結成啓発に専従する職員３名（消防局ＯＢ）を新たに配置し、消防局との連携に
より未結成の地域への結成の働きかけを進めていく。
また、避難所標識看板の修復・新設を実施し、避難所の認知度をあげることによって、地域の
防災力向上の一助とする。

市政だよりやホームページ等の活用に併せて今般の防災意識の高まりの中でテレ
ビ・ラジオ等のメディアを利用して求められている正確な情報の共有を図る必要があ
る。
予算としては自主防災クラブへの資機材の助成が実施されているが助成の内容に
ついて今後検討の必要がある。



総合防災訓練（小島橋下流） まなぼうさい（自主防災クラブによる人員報告）

リーダー研修 救急講習



熊本市自主防災クラブ助成要綱

制定 平成 ８年１１月 １日市長決裁

改正 平成１１年 ３月２４日市長決裁

平成１２年 ８月 １日総務局長決裁

平成１５年１１月１７日総務局長決裁

平成２０年 ４月 １日市長決裁

平成２２年１０月 １日危機管理防災室長決裁

（趣旨）

第１条 この要綱は、熊本市自主防災クラブ育成指導要綱（平成８年１１月１日制定）第５条第１項に基づき、

自主防災クラブに対する資機材の現物支給について必要な事項を定めるものとする。

（助成）

第２条 自主防災クラブへの助成は、予算の範囲内において、資機材を現物で支給することにより行う。

２ 自主防災クラブへの助成は、１自主防災クラブにつき１回限りとし、結成時に行う。ただし、次のいずれか

に該当する場合で市長が必要と認めるときは、再助成することができる。

(1) 災害活動中又は訓練実施中に資機材がき損したとき。

(2) 自主防災クラブ結成時から１０年経過し、かつ、資機材が本来の使用に耐え得ないとき。

(3) 自主防災クラブの名称の変更があったとき（クラブ旗の再助成に限る。）。

(4) 自主防災クラブの組織再編又は世帯数の増加により、必要な資機材の増加が見込まれるとき。

（助成の品目等）

第３条 助成する資機材の品目及び数量は、別表第１に規定する点数の範囲内において、別表第２に従い決定す

る。ただし、前条第２項の規定により再助成する場合の助成する資機材の品目及び数量は、各自主防災クラブ

の必要に応じて、市長が決定する。

２ 前条第２項第１号及び２号に基づき再助成する場合にあっては、当該使用に耐え得ない資機材の支給に替え

て、当該使用に耐えない資機材の品目の点数の範囲内において、他の品目の資機材を支給することができる。

（助成の申請）

第４条 資機材の助成を受けようとする自主防災クラブは、熊本市自主防災クラブ資機材助成申請書（様式第１

号）又は熊本市自主防災クラブ資機材再助成申請書（様式第１号の２）を市長に提出しなければならない。

（助成の決定）

第５条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容等を審査し、適当と認めたときは、助成を決定

し、熊本市自主防災クラブ資機材助成決定書（様式第２号）又は熊本市自主防災クラブ資機材再助成決定書（様

式第２号の２）により通知する。

（受領書の提出）

第６条 資機材を受領した自主防災クラブは、品目及び数量等を確認し、遅延なく資機材助成受領書（様式第３

号）又は資機材再助成受領書（様式第３号の２）を市長に提出しなければならない。

（決定の取り消し等）

第７条 市長は、助成の決定を受けた自主防災クラブが次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該決

定の全部又は一部を取り消し、既に助成した資機材の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載する等不正の行為があったとき。

(2) 資機材を防災活動以外の目的のために使用したとき。

(3) 自主防災クラブが解散その他の事由により活動できなくなったとき。

（資機材の活用等）

第８条 助成を受けた自主防災クラブは、次に掲げる活動を行わなければならない。

(1) 資機材を活用した自主的な防災訓練等を行うこと。

(2) 資機材を定期的に点検するとともに、これを適正に維持管理すること。

(3) 市が行う総合防災訓練及び防災に関する諸行事に積極的に参加すること。

（補則）

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則



１ この要綱は、平成８年１１月１日から施行する。

２ 熊本市自主防災組織推進要綱（昭和６３年４月１日）は、廃止する。

附 則

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１２年１０月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１５年１２月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２２年１０月１日から施行する。

別表第１（第３条関係）

助成点数

構成する自治会等の規模 点数

３００世帯以下 １，０００点以内

３０１～６００世帯 １，２００点以内

６０１～９００世帯 １，４００点以内

９０１世帯以上 １，６００点以内

備考 同一校区内の複数の自治会等が合同で結成する場合における点数は、次のとおりとする。

点数 ＝ 各自治会等当たりの点数の合計 － ３００点 ×（自治会等の数－１）

別表第２（第３条関係）

助成資機材の品目、数量及び点数一覧

番 号 品 目 数 量 点 数 点数合計

１ ク ラ ブ 旗 １ ３００ ３００

２ ヘルメット ３ ２０ ６０

３ 腕 章 ３ １２ ３６

４ 警 笛 ３ ２ ６

５ メ ガ ホ ン ３ ６ １８

標

準

資

機

材小 計 ４２０

６ 腕 章 １２

７ 警 笛 ２

８ メ ガ ホ ン ６

９ トランジスタメガホン １５０

１０ ラジオ付ライト ５０

１１ ヘルメット ２０

１２ ロ ー プ ５０

１３ 防災シート １０

１４ 担 架 ２５０

１５ 消火用バケツ １０

１６ 誘 導 旗 ５０

１７ 背負い式搬送ベルト（一人用） １００

１８ トランシーバー（一式） ３５０

１９ 反射ベスト １００

選

択

資

機

材

小 計

合 計 点 数 点



備考

１ 助成が決定した自主防災クラブは、助成点数の中から標準資機材（４２０点）を必ず取得し、残りの

点数の範囲内で選択資機材を取得する。

２ 同一校区内の複数の自治会等が合同で結成する場合においては、構成する各自治会等ごとに標準資機

材を取得する。ただし、クラブ旗ついては、１クラブ１旗のみの支給とする。



様式第１号（第４条関係）

年 月 日

熊本市長 （宛）

名 称

会長氏名

住 所

電 話

熊本市自主防災クラブ資機材助成申請書

資機材の助成を受けたいので、下記のとおり申請します。

記

１ 自主防災クラブ結成年月日 年 月 日

２ 自主防災クラブ構成世帯数 世帯（ 年 月 日現在）

３ 自主防災クラブ加入人員 人（ 年 月 日現在）

４ 助成希望資機材の品目及び数量

番号 品 目 数量 点 数 点数合

１ ク ラ ブ 旗 １ ３００ ３００

２ ヘルメット ３ ２０ ６０

３ 腕 章 ３ １２ ３６

４ 警 笛 ３ ２ ６

５ メ ガ ホ ン ３ ６ １８

標
準
資
機
材

小計 ４２０

６ 腕 章 １２

７ 警 笛 ２

８ メ ガ ホ ン ６

９ トランジスタメガホン １５０

１０ ラジオ付ライト ５０

１１ ヘルメット ２０

１２ ロ ー プ ５０

１３ 防災シート １０

１４ 担 架 ２５０

１５ 消火用バケツ １０

１６ 誘 導 旗 ５０

１７ 背負い式搬送ベルト（１ １００

１８ トランシーバー（一式） ３５０

１９ 反射ベスト １００

選

択

資

機

材

小計

合 計 点 数 点

備 考 会長氏名を自署する場合は、押印は不要です。



様式第１号の２（第４条関係）

年 月 日

熊本市長 （宛）

名 称

会長氏名 印

会長住所

会長電話

熊本市自主防災クラブ資機材再助成申請書

のため資機材の再助成を受けたいので、下記のとおり申請します。

記

１ 自主防災クラブ結成年月日 年 月 日

２ 自主防災クラブ構成世帯数 世帯（ 年 月 日現在）

３ 自主防災クラブ加入人員 人（ 年 月 日現在）

４ 再助成希望資機材の品目及び数量

番号 品 目 点数 数 量 点数合計 備 考

１ クラブ旗 300

２ 腕 章 12

３ 警 笛 2

４ メ ガ ホ ン 6

５ トランジスタメガホン 150

６ ラジオ付ライト 50

７ ヘルメット 20

８ ロ ー プ 50

９ 防災シート 10

１０ 担 架 250

１１ 消火用バケツ 10

１２ 誘 導 旗 50

１３ 背負い式搬送ベルト（１人用） 100

１４ トランシーバー（一式） 350

１５ 反射ベスト 100

合 計



様式第２号（第５条関係）

発第 号

年 月 日

様

熊本市長

熊本市自主防災クラブ資機材助成決定書

年 月 日付で申請のあった資機材を下記のとおり助成することに決定しましたので通知します。

記

番号 品 目 数量 点 数 点数合

１ ク ラ ブ 旗 １ ３００ ３００

２ ヘルメット ３ ２０ ６０

３ 腕 章 ３ １２ ３６

４ 警 笛 ３ ２ ６

５ メ ガ ホ ン ３ ６ １８

標

準

資

機

材

小計 ４２０

６ 腕 章 １２

７ 警 笛 ２

８ メ ガ ホ ン ６

９ トランジスタメガホン １５０

１０ ラジオ付ライト ５０

１１ ヘルメット ２０

１２ ロ ー プ ５０

１３ 防災シート １０

１４ 担 架 ２５０

１５ 消火用バケツ １０

１６ 誘 導 旗 ５０

１７ 背負い式搬送ベルト（１ １００

１８ トランシーバー（一式） ３５０

１９ 反射ベスト １００

選

択

資

機

材

小計

合 計 点 数 点



様式第２号の２（第５条関係）

発第 号

年 月 日

様

熊本市長

熊本市自主防災クラブ資機材再助成決定書

年 月 日付で再申請のあった資機材を下記のとおり再助成することに決定しましたので通知します。

記

番号 品 目 点数
数

量
点数合計 備 考

１ クラブ旗

２ 腕 章 12

３ 警 笛 2

４ メ ガ ホ ン 6

５ トランジスタメガホン 150

６ ラジオ付ライト 50

７ ヘルメット 20

８ ロ ー プ 50

９ 防災シート 10

１０ 担 架 250

１１ 消火用バケツ 10

１２ 誘 導 旗 50

１３ 背負い式搬送ベルト（１人用） 100

１４ トランシーバー（一式） 350

１５ 反射ベスト 100

合 計



様式第３号（第６条関係）

年 月 日

熊本市長 （宛）

名 称

会長氏名

住 所

電 話

熊本市自主防災クラブ資機材助成受領書

資機材の助成を下記のとおり受領いたしました。

記

番号 品 目 数量 点 数 点数合

１ ク ラ ブ 旗 １ ３００ ３００

２ ヘルメット ３ ２０ ６０

３ 腕 章 ３ １２ ３６

４ 警 笛 ３ ２ ６

５ メ ガ ホ ン ３ ６ １８

標
準
資
機
材

小計 ４２０

６ 腕 章 １２

７ 警 笛 ２

８ メ ガ ホ ン ６

９ トランジスタメガホン １５０

１０ ラジオ付ライト ５０

１１ ヘルメット ２０

１２ ロ ー プ ５０

１３ 防災シート １０

１４ 担 架 ２５０

１５ 消火用バケツ １０

１６ 誘 導 旗 ５０

１７ 背負い式搬送ベルト（１ １００

１８ トランシーバー（一式） ３５０

１９ 反射ベスト １００

選

択

資

機

材

小計

合 計 点 数 点

備 考 会長氏名を自署する場合は、押印は不要です。



様式第３号の２（第６条関係）

年 月 日

熊本市長 （宛）

名 称

会長氏名 印

会長住所

会長電話

熊本市自主防災クラブ資機材再助成受領書

資機材の再助成を下記のとおり受領いたしました。

記

番号 品 目 点数 数 量 点数合計 備 考

１ クラブ旗 300

２ 腕 章 12

３ 警 笛 2

４ メ ガ ホ ン 6

５ トランジスタメガホン 150

６ ラジオ付ライト 50

７ ヘルメット 20

８ ロ ー プ 50

９ 防災シート 10

１０ 担 架 250

１１ 消火用バケツ 10

１２ 誘 導 旗 50

１３ 背負い式搬送ベルト（１人用） 100

１４ トランシーバー（１式） 350

１５ 反射ベスト 100

合 計



熊本市自主防災クラブ育成指導要綱

制定 平成 ８年１１月 １日市長決裁

改正 平成１１年 ３月２４日市長決裁

平成１５年１１月１７日総務局長決裁

平成２０年 ４月 １日市長決裁

平成２２年１０月 １日危機管理防災室長決裁

（趣旨）

第１条 この要綱は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第５条の規定及び武力攻撃事態等における

国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第１１２号。以下「国民保護法」という。）第４条第３

項並びに熊本市国民保護計画第２編第１章第２の５の（１）並びに熊本市地域防災計画に基づき、市民による

地域の自主的な防災組織を育成・指導するに当たって、必要な事項を定めるものとする。

（自主防災クラブの認定）

第２条 市長は、市民による地域の自主的な防災組織のうち、次に掲げる基準を満たすものを自主防災クラブと

認定し、その育成、指導及び助成を行うものとする。

(1) 町内自治会等を組織単位として、地域の住民の隣保協同の精神に基づいて、自主的に結成される組織であ

ること。

(2) 地震、風水害、火災その他の災害の防止に努めるとともに、その被害を軽減するための防災活動を行おう

とする組織であること。

(3) 国民の保護のための措置（国民保護法第２条第３項に規定する国民の保護のための措置をいう。）に資す

るための自発的な活動を行おうとする組織であること。

２ 前項の自主防災クラブの認定を受けようとする組織は、自主防災クラブ結成届（様式第１号）、自主防災クラ

ブ規約、自主防災クラブ防災計画その他の必要書類を市長に提出しなければならない。

（結成の承認）

第３条 市長は、前条に規定する必要書類の提出を受けた場合は、その内容を審査し、結成を承認するときは、

結成承認通知書（様式第２号）により通知するものとする。

（育成指導の方針等）

第４条 自主防災クラブの育成指導に当たっては、地域住民の自主性を尊重し、地域の実情に応じた組織作りを

働きかけるとともに、災害等発生の際に十分な防災活動が行えるよう指導する。

２ 自主防災クラブの育成指導の業務分担は、概ね別表第１号のとおりとし、相互連携と協調に努めるものとす

る。

（資機材の助成）

第５条 自主防災クラブの活動を支援・促進するため、別に定めるところにより、自主防災クラブに対して資機

材を現物支給する。

２ 自主防災クラブの運営に要する経費は、自主防災クラブ自らの負担とする。

（規約と防災計画）

第６条 第２条第２項に規定する自主防災クラブ規約及び自主防災クラブ防災計画の例示は、別紙第１号及び別

紙第２号に定めるとおりとし、地域の自主性や実情等を十分に考慮して作成するものとする。

２ 市長は、自主防災クラブに対して、前項の規約及び防災計画を住民一人一人に周知するよう指導するものと

する。

（組織等変更届）

第７条 自主防災クラブは、その組織、名称、会長等に変更を生じたときは、熊本市自主防災クラブ組織等変更

届（様式第３号）又は熊本市自主防災クラブ組織等解散届（様式第４号）を速やかに市長に提出しなければな

らない。

（組織台帳）

第８条 自主防災クラブは結成された場合には、自主防災クラブ組織台帳（様式第５号）を作成するものとする。

（災害補償）

第９条 自主防災クラブが実施する防災訓練時の災害補償については、財団法人日本消防協会の防火防災訓練災

害補償共済制度を適用させることとする。

（熊本市ボランティア保険への加入）



第１０条 市長は、自主防災クラブの熊本市ボランティア保険への加入を促進するものとする。

（各自主防災クラブ間の連携）

第１１条 災害時等において、防災活動等に対する的確な情報伝達を確保するために、各自主防災クラブは、隣

接する自主防災クラブとの連携協力体制の強化を促進しなければならない。

（補則）

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、関係各課が協議して決定する。

附 則

この要綱は、平成８年１１月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１５年１２月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２２年１０月１日から施行する。



別表第１号（第４条関係）

育成指導の業務分担

業 務 の 概 要 担 当

１ 結成促進のための広報・啓発活動

市政だよりの利用

まなぼうさい

総合防災訓練、総合防災展等におけるＰＲ活動

自治会等への説明

パンフレットの作製

２ 相談の窓口

結成の手順説明

結成届等の交付

３ 結成の認定

結成届等の受理、副申

認定（起案・決裁）

４ 組織台帳の管理

台帳の作成

台帳の保管

５ 助成の実施

申請書の交付、受理

起案、決定通知書送付、資機材の確保

資機材の交付、受領書の受理

６ 訓練の実施

訓練の指導

訓練実施の記録

７ 合同訓練、研修会の開催

８ 活動実践のＰＲ活動

９ 自主防災クラブ間の連携

消防・危防

危防

消防・署所・危防

消防・署所・危防

消防・危防

消防・署所・危防

署所

署所

消防・危防

消防・署所

消防・署所

署所

危防

署所

署所

署所

消防・危防

消防・危防

消防・危防

＊ 担当は、次のとおり略して示す。

消防－予防課 署所－消防署、及び出張所 危防 －危機管理防災室



様式第１号（第２条関係）

年 月 日

熊本市長 （宛）

名 称

会長氏名

〃住所 印

〃電話

熊本市自主防災クラブ結成届

下記のとおり組織を結成したので届出します。

名 称

校 区 名 町 内 隣保数

世 帯 数 人 員

結成年月日

＊

消

防

署

所

記

載

欄

１ 結成までの経緯

２ 結成届受理年月日

３ 認定副申

副申者職氏名 印

添付書類 － 規約、防災計画、その他

備 考 会長氏名を自署する場合は、押印は不要です。



熊本市自主防災クラブ

結成承認通知書

災害対策基本法及び熊本市地域防災計画に基づき、

下記自主防災クラブの結成を承認したので通知します。

記

承認 No

団体名 自主防災クラブ

年 月 日

熊本市長

様式第２号 （第３条関係）



様式第３号（第７条関係）

年 月 日

熊本市長 （宛）

名 称

会長氏名

〃住所 印

〃電話

熊本市自主防災クラブ組織等変更届

下記のとおり変更したので届出します。

記

１ 組織変更

名 称

校 区

町 内

世 帯 数 世帯 世帯

人 員 人 人

旧

結成年月日 年 月 日 年 月 日

名 称

校 区

町 内

世 帯 数 世帯

人 員 人

合 併

□

新

結成年月日 年 月 日

名 称

校 区

町 内

世 帯 数 世帯

人 員 人

旧

結成年月日 年 月 日

名 称

校 区

町 内

世 帯 数 世帯 世帯

人 員 人 人

分 離

□

新

結成年月日 年 月 日 年 月 日

備 考 会長氏名を自署する場合は、押印は不要です。



２ その他の変更

名 称 ・新クラブ名（ ）

・旧クラブ名（ ）

代表者 ・新代表者 住所：

氏名：

・旧代表者 住所：

氏名：

（３）その他



様式第４号（第７条関係）

年 月 日

熊本市長 （宛）

名 称

会長氏名 印

〃住所

〃電話

熊本市自主防災クラブ組織等解散届

下記のとおり解散したので届出します。

１ 自主防災クラブ名

２ 代表者

３ 解散年月日 年 月 日

備 考 会長氏名を自署する場合は、押印は不要です。



様式第５号（第８条関係）

自主防災クラブ組織台帳

担当署所：

名 称

校 区 結成年月日 年 月 日

町 内 隣 保 数

世 帯 数 人 員

氏 名

〒

住 所

ＴＥＬ

結成時・ 年 月 日 変 更・ 年 月 日 変 更・ 年 月 日

会

長氏 名

〒

住 所

ＴＥＬ

変 更・ 年 月 日 変 更・ 年 月 日 変 更・ 年 月 日

品 目 数 量 品 目 数 量

クラブ旗 ヘルメット

腕 章 ロ ー プ

警 笛 防災シート

メガホン 担 架

トランジスタメガホン 消火用バケツ

ラジオ付ライト 誘 導 旗

背負い式搬送ベルト トランシーバー

反射ベスト

助
成
資
機
材
の
品
目
と
数
量

助成実施年月日 年 月 日



裏面

活動記録

実施年月日 訓 練 内 容 参加世帯数

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日



別紙第１号（第６条関係）

自主防災クラブ規約

（目 的）

第１条 この自主防災クラブは、地震、風水害、火災及びその他の災害の防止に努めるとともに、その被害を軽

減するため、 の住民が隣保協同の精神に基づき、自主的に防災活動を推進す

ることを目的とする。

（活 動）

第２条 この自主防災クラブは、前条の目的を達成するため次の活動を行う。

（１） 火災予防その他の災害予防に関すること。

（２） 防災知識の普及に関すること。

（３） 防災訓練の実施に関すること。

（４） 災害発生時における通報、避難誘導、初期消火、情報の収集伝達及び救急救出救護等に関すること。

（５） その他必要と認めること。

（防災計画）

第３条 この自主防災クラブは、前条の活動を円滑に推進するため、防災計画を作成する。

（適 用）

第４条 この規約は、 年 月 日から適用する。

別紙第２号（第６条関係）

自主防災クラブ防災計画

自主防災クラブの活動を円滑に推進するため、自主防災クラブ規約第３条の規定に基

づき、下記のとおり防災計画を定める。

記

１ 組織

本部副班長 本部班

副会長 情報連絡班長 情報連絡副班長 情報連絡班

会 長 応急活動班長 応急活動副班長 応急活動班

副会長 誘導避難班長 避難誘導副班長 避難誘導班



２ 役割

構 成 平 常 時 災 害 時

会 長 １ クラブの代表としての総括

２ クラブの運営指導

１ クラブの指揮、監督

２ 他のクラブとの連携確保

副 会 長 １ 会長の補佐

２ 各班の連絡調整

１ 会長の補佐

２ 各班の連絡調整

本 部 １ 年間計画の作成

２ 防災訓練の開催企画

３ 回覧板の作成

１ 各班との調整

２ 防災機関との連絡調整

情報連絡班 １ 防災意識を高めるためのチラシ、ポスタ

ー、パンフレット等の配布

２ 防災教室等の開催

１ 情報の収集伝達

２ 本部との連絡調整

応急活動班 １ 地域内における巡回パトロールの実施

２ 各家庭への広報

１ 消火や救出、応急処置等、災害発

生時の初期における活動

避難誘導班 １ 危険地区の巡回パトロール及び管内状況

の把握

２ 避難計画及び住民名簿の作成

１ 住民の避難誘導

２ 避難地等での人員管理

３ 避難計画

一時避難地

避 難 地

広域避難地

隣保組名 人 員 一時集合場所 誘導担当者 一時避難地までの経路 距離

がけ崩れ等の危険箇所（箇条書）

ア）

イ）

ウ）



４ 編成表

副班

長名簿

（隣保組等の役職名でも可）

本 部 情報連絡班 応急活動班 避難誘導班

組名 氏 名 組名 氏 名 組名 氏 名 組名 氏 名

構 成

世帯数

組・班

隣保数

会 長 名 ＴＥＬ

副 会 長 名 ＴＥＬ

副 会 長 名 ＴＥＬ

情報連絡班長名 ＴＥＬ

応急活動班長名 ＴＥＬ

避難誘導班長名 ＴＥＬ



班員名簿（隣保組等の役職名でも可）

本 部 情報連絡班 応急活動班 避難誘導班

組名 氏 名 組名 氏 名 組名 氏 名 組名 氏 名



地
震
対
策

津
波
対
策

風
水
害
対
策
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地域ぐるみで支え合いましょう 災害時要援護者にやさしいまちづくりを

自主防災クラブに参加しましょう
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大地震のような規模の大きな災害で、すぐには消防や警察などの救援が得られないとき頼りになる
のは、住民自身が自発的につくる防災のための組織（自主防災クラブ）です。自分の大切な家族が、
タンスや瓦礫の下敷きになり、一刻を争う事態となればもはや残された家族だけではどうすることも
できません。さらに、高齢者や病人などの災害時要援護者といわれる方々の、安全を確保することは
極めて困難な状態になることが予想されます。「自分たちのまちは自分たちで守る」という心構え
で、地域の自主防災クラブ等の活動に積極的に参加し、地域ぐるみで支え合いましょう。

災害時の活動

　放置自転車などの障害物は
ないか、耳や目の不自由な人や
外国人向けの警報や避難の伝
達方法はあるかなど、災害時要
援護者に対応した環境づくりを
しましょう。

　ひとりの災害時要援護者に
対して複数の住民で支援するな
ど、地域で具体的な救援体制
を決めておきましょう。隣近所
で助け合いながら避難するよう
にしてください。

　非常時にこそ、不安な状況に
置かれている人の立場に立ち、
支援する心構えを。困っている人
や災害時要援護者に対し、温か
いおもいやりの心で接しましょう。

　災害時の支援活動をスムー
ズにするためには、災害時要援
護者とのコミュニケーションを
日ごろからはかっておくことが
大切です。

●口を大きく動かし、はっきりと話し
ましょう。
●身ぶりや筆談な
どで正確な情報
を伝えましょう。

●複数の人で対
応します。
●緊急のとき
はおぶって避
難します。

災害時要援護者の身になって
防災環境の点検を 避難するときはしっかり誘導する

困ったときこそ温かい気持ちで 日ごろから積極的な
コミュニケーションを

●高齢者や傷病者

●耳が不自由な人
●つえを持つ手と反対側のひじのあ
たりに軽く触れるか、腕や肩をかし
て半歩くらい前をゆっくり進みまし
ょう。
●階段などの
障害物を説
明しながら進
みましょう。

●目の不自由な人 ●階段では2人以上で援助を。上り
は前向き、下りは後ろ向きで移動
します。
●救援者が１人の場合はおんぶひも
などを利用し、おぶって避難を。

●車いすを利用している人

●身ぶり手ぶりで
話しかけ、孤立さ
せないように。

●外国人

突然の災害に見舞われたとき、大きな被害を受けやすいのは、高齢者や子ども、障がい者、傷病者、
外国人などのなんらかの手助けが必要な人（災害時要援護者）です。熊本市では、これらの方を、地
域と連携して支援する共助の仕組みづくりを進めています。こうした災害時要援護者を地震や火災
から守るために、地域で協力し合いながら支援していきましょう。

防災知識の普及 防災巡視・点検

防災資機材の整備・点検 防災訓練

　防災講習会の開催など。住民一人ひ
とりが防災に関心を持つような取り組
みをしましょう。

　地域内の危険箇所や防災上の問題
点を洗い出し、改善すべき点は対策を
立てて解決しましょう。また、防災マッ
プの作製をしましょう。

　地域の実情に応じて、消火用具や避
難･救出のための防災資機材を整備・
点検しておきましょう。

　初期消火訓練や避難誘導訓練、救
出・救護訓練、給食・給水訓練など、
いざというときに的確な対応ができる
よう、地域の人たちに参加を呼びか
け、防災訓練を実施しましょう。

　公的防災機関と連携
し、災害に関する正し
い情報を住民に伝えま
しょう。また、地域の被
災状況や火災の発生状
況を公的機関に伝達し
ましょう。

　負傷者や倒壊した家
屋などの下敷きになっ
た人たちの救出・救助
活動を行います。救出
作業は危険が伴います
ので、二次災害に注意
しましょう。

　消防隊や消防団が到
着するまでの間、火災
の拡大延焼を防ぐのが
基本です。決して無理
はしないようにしましょ
う。

　大災害時には、多数
の負傷者が出るため、
すぐに医師による治療
が受けられるとは限り
ません。負傷者の応急
手当てを行い、救護所
へ移送しましょう。

　住民を避難所などの
安全な場所に誘導しま
しょう。避難経路は災
害により変化しますの
で、複数のルートの中
から、より最適な経路
で誘導しましょう。

　食料や飲料水、応急
物資などを配分。必要
に応じて炊き出しなど
も行います。

情報の収集・伝達 救出活動 初期消火活動

医療救護活動 避難誘導 給食・給水活動

地域の自主防災クラブの名称を確認し、
書いておきましょう。要援護者のいるご
家庭で支援者が決まっている場合は、支
援者の方の名前と連絡先を書いておきま
しょう。

自主防災
クラブ

支援者

なまえ

なまえ れんらくさき

平常時の活動
　自主防災クラブの活動で
まず重要なのは、防災上の
知識、活動の必要性や重要
性を一人ひとりに理解して
もらうことです。

　自主防災クラブでは、非
常時の応急活動の目標とし
て、主に以下のような活動
を想定しているケースが多
く見られます。

checkノート

防災マニュアルより抜粋
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